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平成２1年４月１４日 第１１回 提出資料 

 

第１０回議会のあり方等検討特別委員会議事概要 

日時：平成２１年２月２６日（木） 

                           午前１０時から 

場所：第１委員会室 

 

【竹井委員長】  おはようございます。 

 来週からの３月定例会ということで大変質問の準備等忙しい時期でございますが、きょ

うは昼から議員研修会も開催をされるということで、それに合わせまして第１０回目にな

ります議会のあり方等検討特別委員会を開催させていただきました。 

 全員のご出席でありますので、早速ですが今から始めさせていただきます。 

 きょうの会議から、空席になっておりました１名、前田稔委員が出席になりましたので

ご紹介だけをさせていただきます。これでフルメンバーでまた議論を進めていきたいとい

うふうに考えております。 

 それでは、事項書に基づきまして進めさせていただきます。 

 まず、第９回目の特別委員会の議事概要及び決定事項の確認についてを議題とさせてい

ただきます。内容について事務局長より説明いたさせます。 

 西川事務局長。 

【西川事務局長】  それでは、去る１月２３日に開催されました第９回議会のあり方等

検討特別委員会における決定事項について説明させていただきます。 

 第１点目は、第８回議会のあり方等検討特別委員会における議事概要及び決定事項の確

認でございます。なお、議事概要につきまして、委員からの意見等はございませんでした

ので、議事概要はそのまま確定ということになっております。 

 第２点目でございます。議論いただく中で異論がなく、仮決定とされた事項が２つござ

います。１つ目といたしましては、会派は必要であるという点でございます。２つ目とい

たしましては、会派の意義・目的は、円滑な議会運営、議員の資質向上、政策協議等意見

の調整及び政策の実現などであるというこの２点が仮決定とされております。 

 次に、第３点目でございます。本日、第１０回議会あり方等検討特別委員会の日程を２

月の２３、２５、２６日のいずれかで調整を行うということでございます。 
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 それから、４点目でございますが、本日の特別委員会における検討テーマを会派の定義

についてとし、さらに１回あるいは２回、会派について意見交換を行うということでござ

います。 

 最後の５点目といたしましては、議論の論点をまとめたものを事前に配付するというこ

とでございます。 

 以上で、前回の特別委員会におきまして決定されました事項の説明を終わらせていただ

きます。 

【竹井委員長】  ただいま事務局長より第９回特別委員会の議事概要及び決定事項につ

いての報告をいたさせました。 

 議事概要につきましては、いつものとおり各委員で精査の上、少し表現等、内容にもし

違いがございましたら、また事務局のほうに申し出をお願いいたしたいと思います。その

後、またホームページにアップをされるということでございますので、よろしくお願いを

いたします。 

 それから、決定事項の中で、前回、会派についてのいろいろなご議論をいただきました。

お手元のほうに第９回の特別委員会の主な論点ということで３枚物ぐらいのものに要約を

してお示しをしております。細かい内容はこの議事概要でございますけれども、ここから

少し事務局のほうで主な課題や問題点を全部引っ張り上げてまとめたものを１点提出して

おります。 

 それを受けて、事務局のほうで仮決定という形になっておりますが、ほぼこの辺が第９

回目の議論の中で少し整理がついたものではないかということで、２点ほど、今、報告を

いたしました。１つは会派が必要であるということ、それから、２点目として、会派の意

義・目的を、皆さんの議論の中から、円滑な議会運営、議員の資質の向上、それから政策

協議及び意見調整の促進、議員の政策の実現ということで、こういうところが会派の性格

ではないか、意義・目的ではないかというふうなことで整理が１つ、仮の整理をしてござ

います、決定ではなくて。皆様の論点を整理するとこういうことになるということでござ

います。 

 そういうことでございますので、仮決定の内容でございますが、これも含めて先ほど第

９回の特別委員会の議事概要及び決定事項の確認については、確認、よろしゅうございま

すか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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【竹井委員長】  それでは、お手元の主な論点の表も見ながら２つ目の項目に入らせて

いただきます。 

 １つ、ちょっとご意見がございます。服部副委員長からの指摘がございまして、決定事

項の仮決定②、「議員の施策」というところが「政策」のほうがより実態に合うんじゃない

かと。政策集団というふうな表現をされるより議員の政策の実現ということで、そちらの

ほうがもうちょっと議員の性格に合うのではないかというふうなこともございましたので、

少し、その分も含めて再度調整はさせていただきます。政策、施策、この辺の言葉の定義

もありますので、その旨、少し御了解をお願いしたいというふうに思います。 

 それでは、一応確認はしていただきましたので、この２つの資料をもとに、会派の定義

についてやりたいということで、前回、話をさせていただきました。それで、事務局とも

いろいろ事前に議論をして、どんな形できょう御議論を願おうかということで、私のほう

が逆に議論のテーマを差し出して、皆様方で御議論を願おうかなというふうに考えており

ます。 

 １つありますのが、会派の意義・目的については、ここである程度明確になったと。も

う一つ、会派の位置づけというものが、どういう位置づけなんだろうかというふうな議論、

ちょっとそこまではこの前なかったと思いますが、会派の位置づけは議会の中でどんな位

置づけを持っているのだろうかというところで、私自身は、議会の中には議員という２２

名の人がいて、それで議会運営という大きな形があって、その議会運営をするために会派

というものが大きな役割を果たしているというふうに、個人的な意見ですけどそういうふ

うに考えておる。要するに、会派によって議会の大きな運営も１つはつかさどられている

と。 

 それから、今、仮決定として御報告があった、議員たちのいろんな意見調整であったり

政策協議であったりということもある。 

 だから、この意義・目的に２つ、円滑な議会運営、これが例えば１つ、それと、その後

の部分、議員の資質向上、政策協議、意見調整の促進、議員の政策の実現という、会派の

中でそのものを議論していくと、２つの性格があるのではないかなというふうに考えてお

りますが、実は、前回の議論の中で会派人数の件を少し、あえて話題にさせていただきま

した。県は１人会派から認めていると。前回の議論ではそういう議論はまだなじまないの

ではないかというふうな御意見もありました。 

 そういうものを受けて、ただ、どうしてもここはもうちょっと人数のほうの定義も入れ



 -4-

ておかないと、じゃ、何で３なんだという結論も出しておかないと、市民への説明もしづ

らいと。昔からそうなんだということにはなりませんので、そういうことも含めて、いよ

いよある程度、人数なんかも含めて少し議論も絞っていかなきゃならないのではないかな

というふうに前回の議論を受けて考えておりまして、きょうはまず、１つ２つのテーマで

お願いしたいなと考えています。 

 １つは、会派と議員との関係です。国ですと政党に所属している人が政党の会派を大き

くはつくっているので、議員の個人の考え方と党の考え方はそうそぐわないですね。ただ、

市議会の場合は多くの方が無所属で議員に当選をされておりますので、大きな政策が、例

えばそれぞれが似通った政策を持って当選するわけではないと。そういう中から、私の所

属する会派もそうですけれども、最近、会派間の中でも個人の意見を尊重する風潮という

ものが、以前はなかなかそういうことはなかったような気がするんですが、少しそういう

ふうな時代にもなっていったと。 

 ですから、まずは会派と議員との関係、議員活動ですよね。議員の活動と会派というも

のの関係で少し何かお話がしてもらえたらありがたいなと。古い私なんかにしてみると、

ある程度拘束があるんじゃないかなとふっと思ったりもするんですけど、今の新しく入っ

てきた議員の方にはそういう古い習慣や伝統というものはなかなか申し伝えていないので、

会派の中でもいろいろ意見の違いがあってもいいのではないかというふうな風景も時々見

られますので、まずそこの議論をお願いしたいかなと。 

 これは結論を導く議論ではありませんので、議員と会派の関係、それで１つ会派と議員

の整理をした上で、もう一点お願いしたいのは、今度は会派と議会運営がどんな関係にな

るんだろうかというふうなことです。 

 今は３人以上を会派と認め、さらにその会派だけが議会運営に携わっております。特に

大きなテーマとしては、議会運営委員会の委員は３名以上の会派でないと今は選出されま

せんので、相当この３名会派という重みが大きいと思います。それから、代表者会議も３

名会派以上の会派の代表者の方で今構成されているというところです。これが、会派の定

義と、議会運営上の会派、要するに二面性の、２つの性格を持てばもうちょっといろんな

議論がしやすくなるんじゃないかなということで、前回の中で服部副委員長のほうから交

渉会派という言葉を使われて、多分資料の中にも交渉会派というのも入っておりました。 

 ですから、議会運営上における会派の位置というものと、私たちが仮決定をした議員の

ための会派と、ちょっとそれぞれ皆さんが思われる内容を御披瀝いただきまして、それを
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受けて、再度、会派人数の定義みたいなところにもうちょっと入っていきたいなと。ここ

が固まらないと、会派の性格と会派の運営と議会の運営というものが今は３という数字で

全部くくられてしまうということで、非常に市民の方からわかりづらいというふうな、私

たちも説明しづらいというふうなことがございます。 

 私のほうでちょっと長くしゃべり過ぎましたが、会派における議員との関係、それから

議会運営との関係、会派の持つ性格について、皆さんのほうで、これはフリーな議論です

ので、自分の会派に所属しているかどうこうではなくて、全く自分の所属会派とは違う感

覚で、議員としての、委員としてのお考えを言っていただければ、それによってまた論点

の整理をしたいというふうに考えておりますので、どなたでも結構でございます。まず、

議員と会派の関係、何か思われるところがあったり、こういうふうなものがいいのではな

いかとか、いやいや、もう時代が変わってこういうふうな形も出てきたぞということがあ

れば、どなたからでも結構でございますので、ちょっと御発言をお願いいたしたいという

ふうに思います。 

 鈴木委員、どうぞ。 

【鈴木委員】  おはようございます。 

 まず、会派と議員との関係の前に、委員長は位置づけということをおっしゃったんです

けれども、私は、議員個人としての資質向上あるいは高めていくために補完的な意味合い

で会派があるという位置づけをまず持ちたいなというように思うと。それから、会派と議

員との関係なんですけれども、委員長、今、御発言の中に、最近ちょっと個人の意見が尊

重をされて、会派としての、特に議案の賛否についての統一感がなくなってきたという御

発言があったんですけれども、例えば会派としての統一意見とか、統一をした提案、これ

を見出す努力は、常々会派はやるべきだと思います。 

 ただし、それが議案の賛否について制約を受けるかということの中では制約を受けない

ながらも、統一の意見とか提案を常々努力する中でおのずと議案等の賛否がそろってくる

という自然の中で会派としての一致した見解が出ると、そんな形が私個人としては望んで

いる会派であるというふうに思っています。 

 以上です。 

【竹井委員長】  ちょっと確認ですけど、会派の中で協議をすることによっておのずと

一致を見出す性格がまずあって、結果、だめならば賛否が分かれるという表現でいいです

かね、確認なんですけど。基本的にまずは一致することをある程度協議すると。最後どう
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しても合わないときに、それぞれの議員の意思によって分かれているんだということでい

いですか、どっちが先か後かで大分変わりますので。その考えでいいんですよね。 

 今、１つの意見をいただきましたが、会派としてはある程度、大ぐくりながら１つの方

向性を求めていく議論の必要性が重要なんじゃないかというふうなお話でございましたが、

またございましたら。 

 宮村委員、どうぞ。 

【宮村委員】  的を射ているかどうかちょっとわからないんですけど、本会議における

直近の姿も、委員の皆さん、しっかりと認識をまずしてもらうと、いい悪いは別にしてで

すよ。それで、ちょっと先に関係のない話をしますが、後で一応関係する話と思いますけ

ど。 

 それで、会派は、言葉の表現はちょっとおかしいですが、服部委員の、例の毎日熱心に

書いてもらっておるのを、私は毎日見せてもろうています。それで、いい悪いはすべて関

係ありません。それで、服部委員という名前はちょっと別にしても、委員それぞれが意味

が違うもので、服部委員のブログによりますと、会派は全員一致じゃない、だから、会派

は必ずしも一致しないといけないのかどうか、そんな疑問を投石しているんじゃないかな

と。それで、鈴木委員の話を肉づけするのか反対の意味になるのかわかりませんけど、政

策集団でまとまるのは理想なんですが、国と県と市と見比べてみたら、特に国は典型的で

すけれども、国も県も機能がありますから、党派が１つの政策をつくり、それで、その政

策に基づいて会派を運営されているというのは、私はまさにそのとおりだと思いますが、

当亀山市の市議会においては、理想は政策集団なんですが、政策は会派の中でいろいろと

切磋琢磨して、研究・勉強して、現地にも行って、それでこんな条例を出そうかというの

は、これは一番いいことなんですが、それよりももっと根っこの部分で、政策とは別の会

派の重みというのか。 

 だから、会派と議員との関係ですけど、私はそんな、政策以外の、今回のような人事案

件、はっきり言うとそれはまさにそうなんですが、他の会派のことは言う権利もありませ

んけれども、やっぱり、それぞれの会派には会派長が当然みえるわけですから、この会派

長さんというのは物すごく大変で、だから、先にこの会派長さんから、委員長はやってみ

えますけど、委員長以外の委員が２人みえるから、私は縛りという言葉も、表現は今風に

合っているかどうかわからないけれども、この辺で団結という表現に変えてもいいんです

が、多少の差異はあってもいざ一番ここはという大事なことに関しては、やっぱり御苦労
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されておると思うんですわ、まとめようと思ってね。私は他の会派のことは知りませんに。

私のところの会派は、最後のところはちょっと考え方が違っても何とか最大公約数でとい

うのが直近までの動きなんですわ。 

 ちょっと的を射ているかどうは知りませんけれども、そんなので、会派長さんをやって

いらっしゃる、委員長さんは後でまた、３人目で言ってもらっていいんですが、今までの

しきたりとか流れもあるんと思うんですわ。そんなのもちょっと参考にまずお聞かせして

いただいたほうが、みんなの委員が議論しやすいんじゃないかなと思いますが。 

 以上です。 

【竹井委員長】  宮村委員から、会派が、緩やかな固まりというんですか、方向性があ

ってもいいんじゃないかと。ですから、今話しているのは、議会運営上の会派という問題

と、それから会派の中で議論をするものと、ちょっと交通整理をせなというふうに思って

います。２つが重なりますと非常に難しい議論になってきます。ですから、会派の中の自

由闊達な議論、議員が一生懸命やるさまざまな意見があるということ、この辺を例えば今

出席されている委員の方がどういうふうに評価をされるのか、当然そういうことがあって

もいいんだというのか、いやいや、最後はどこかで従ってもらわないかんのかとか、そこ

の議論をまず先にしてほしいかな。そういうことを絡めてくると、今おっしゃった、今度

は議会運営上の会派の位置づけの話がまた出てくるのではないかなというふうに、ちょっ

と議論の交通整理を、宮村委員、させていただいて。 

 宮村委員。 

【宮村委員】  私は、会派が存在して、現時点あるんですが、会派単位で会派の中の議

員一人一人が、こんなことを視察に行って勉強したいとか、あるいは次の提案、行政側に

対して提案したいとかというので、視察に行っていますね。視察が恐らく会派の中での政

策的な勉強のための、政務調査費というのを、現在、会派に入っていなくもあるんですが、

会派単位で、人数分の単位で勉強しに行こうかと。だから、これが会派単位でやると比較

的行きやすい、トライしやすいというんですかね。視察に結びつけるのに、会派の中で意

見交換をして、じゃ、行きましょうか、じゃ、勉強しましょうかというので、会派と議員

との関係がまず１つそこにあるんじゃないかなと。ほかに委員会もありますが、まず、一

応会派と議員の関係、そんなことですね。 

【竹井委員長】  水野委員、どうぞ。 

【水野委員】  宮村委員から誘い水をいただきました。お話ししたいと思いますが、前
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回、やっぱり会派は認めるべきだと、必要だという結論を前提に考えますと、きょう、個

人の意見の尊重という言葉も出てきましたが、確かに、国政のように党派で個人の意見尊

重がある程度拘束されるという意味合いの会派ではないと。会派でこの議案に対して賛成

しようかという場合に反対したら除名とかいうような制裁もないわけでして、そういう意

味では、今、緩やかなという言葉もございましたが、そういう位置づけじゃないかという

ふうに思います。 

 しかし、市民から理解しやすい会派とは何かということはやっぱり考えていく必要があ

るわけで、ちなみに法的にいきましても、政務調査費で初めて会派という言葉が出てきて、

会派の定義というのがはっきりしていないというのが、自治法上の用語としてあるけれど

も、そこら辺が明確でないというようなことだと思います。 

 亀山の場合は、３名以上を１つの会派として運営されておる。これは随分古い歴史であ

りますけれども、今申し上げましたように、国政上の政党とは全く違うわけで、思想信条

が同じだから会派がつくられるという意味ではないと思いますね。 

 国会等はそういうことですが、県会になってくるともうちょっとダウンをして、それに

近いといいますか、中間のような感じになっていると。市議会なり町会というのはさらに

ダウンをいたしまして、悪く言えば仲よしクラブという言葉もございますけれども、そう

いう位置づけになっているのではないかということで、国の政党間の争いというものを市

議会に持ち込むということは避けるべきじゃないかなと。また、市もそういうことは望ん

でいないと私は思っております。 

 そういう立場から、会派と議員ということですが、やっぱり、今お話があったように、

議員がお互いに研さんをする、そして、行政上の問題を抽出したり、あるいは意思を統一

するというのは、やっぱり基本的なスタンスだと私は思う。しかし、そういうことによっ

て、会派の中で意見が違うからどうのこうのということにはならないだろう。現実の姿と

してそういうことだと思うので、議員というのは、やっぱり人間としてどこかにかかわっ

て１つの団体を構成しようという心理はあると思うんですよね。１人でおるよりも会派で、

３人なり５人おったほうが力強い、悪い意味じゃなくて、何かあったときに応援してくれ

るんじゃないかというようなものはあると思うので、そういうものと、それから、１つは

議会として、議会の中の会派として、やっぱり政策的に、最終的には政策集団であり、ま

た、政策提言ができるというようなものに持っていくというのが方向づけとしてはいいの

ではないかというふうに思います。 
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 議員がいつまでもその会派にとらわれるということではありませんけれども、やはり、

会派があって議員のレベルも上がってくる。会派の中で３人なり５人が論議することによ

って内容もわかるし、あるいは切磋琢磨、お互いに協力し合ってレベルアップを図るとい

う意味での非常に大きな功績が会派はあると思うので、そういうような議員との関係では

ないかと。決して、会派に拘束して、入ったらいつまでも出たらいかんよというようなも

のは現実にないわけでして、やっぱり会派の意義というものを皆さんが理解をして、そし

て１つの集団として規正に臨むという姿勢というものが一番大事である。 

 だから、個々の会派を構成しておる議員さんが、会派とは何かということを、目覚める

と言うとおかしいけど自覚をして、やっぱりやっていくということが今後の議会運営で必

要じゃないかというのが、会派と議員の関係ではないかと思います。 

 また議会運営は別で述べますので。 

【竹井委員長】  森委員、どうぞ。 

【森（淳）委員】  私も随分長いこと議員をさせてもらっておりますが、過去、私が会

派に入った当時はやっぱり、会長と、それから、いわゆるベテラン議員、ここらの中で、

しばらく、１０年や１５年は物が言えないというような状況の中で私は育ってまいりまし

た。それと今を比較すると、本当に今は会派の中で十分に若い人にも意見もいろいろ言う

てもらいますし、そういう中でいろいろ論議もできるわけでありまして、そういう中で、

今皆さんが言われたように、そこでいろいろと、自分はこう考えておったけれどもこの人

の意見はこういう意見があるんやなということの中で、そういう中で非常によく勉強もで

きるわけですし、そういう中で最終的に、それじゃ、会派としてどうやというときには、

会派としてまとめた意見を言わんならんときもありましょうけれども、しかし、最終的に

は一議員ですから、本会議の中で立ったり座ったりというのは、これは最終的にはやっぱ

り自分のあれだと思うわけですね。だから、それは統一するのがいいのかどうかという点

については、いろいろと考え方はあると私は思います。 

 結局私は、会長は会長なりに議員の人のことの立場になって思い、それで、どう会派を

調整してもらうの、まとめてもらうのというところの中でまた委員の人は考えてもらう、

両様相まっていけば、それがやっぱり会派の意見になってくるんだと思うんですね。そう

いう点からいくと、本当に最近は、失礼な言い方ですけれども、１年生の方が入ってきて

もろうても随分堂々と意見も言うていただきますし、その辺は本当に開かれたあれになっ

てきておるというふうに思っております。 
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 やっぱり会派というものがないと、本当にこれ、もともとが皆１人ですからまとまるわ

けがないわけでありますので、会派というものはそこら辺に必要性があるし、それによっ

て切磋琢磨する中で自分自身が磨かれていくものやと、こういうふうに私は思っているん

です。 

【竹井委員長】  お二人の現会派長の委員の方からの御発言をいただきました。 

 私の考えというよりも、今お聞きした中で、議員間討議というのが県にはありますいろ

んなテーマを持って。よく考えれば、２２人で議論をしたことはほとんどありませんけれ

ども、会派の中で議員間討議がされておるのやなというふうに考えれば、まず、ミニの議

員間討議というものを、今は皆さんの会派の中でそれぞれ運営がなされているのではない

かなというふうに感じさせていただきました。 

 ですから、私のところの会派でもそうですけれども、やっぱり議員がそれぞれ主張し合

い、意見を交換することによって自分の立場が鮮明になって、余り違いが出たときに無理

やり拘束するよりも、それは一つ一つのテーマによってそれぞれの答えが違うということ

なので、今、この時期になってようやくそういうことが生まれ始めたのかなとは私も感じ

ております。私の入ったころはほとんどそういうことはありませんでしたので、本当に緩

やかに議員の意思を尊重しながら、会派という中で、ある意味、議員間討議というものを

やっていただいて、収れんするものは収れんするし、どうしても収れんできないものは互

いの立場を理解した上で会派の中でその賛否が分かれているんじゃないかなと、私の認識

はそういうものがありながら、お二人の、今会派長の方の委員の方の意見を聞かせていた

だきました。 

 １つこれをまたたたき台としながら、次の発言の方にお願いしたいと思います。 

 服部副委員長、どうぞ。 

【服部副委員長】  私もいろいろ聞かせていただいて、１つは、私のように党の公認で

出た者と、それから無所属という形で出られた方とは若干違うんじゃないかなというふう

に思うんですよ。ただ、党の公認であっても、いわゆる選挙のときに思想信条を訴えて市

民に選んでいただくということではなくして、こういうことを市議会へ出てやりたいとい

う、いわば政策を訴えることによって選挙で支持してもらう、つまり、政党そのものがい

いか悪いかというよりは、その人の掲げる政策について判断をしてもらった結果として当

落は決まるんやないかなと私は思っています。だから、必ずしも思想信条だけを訴えて、

そのことによって支持をもらって議員になっているわけやないので、政党から出た人間で
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あっても、この４年間でこういうことをやりたいんだという、いわゆる政策を訴えるとい

う、そのことがやっぱり基本だろうと思います。 

 その点でいうと、個々の無所属の議員の方も、私はこういうことをやりたいということ

を必ず訴えられるわけですわね。違うというのは、その時点で、ある意味会派を前提にし

た立場にあるのが我々だろうと。つまり、政策的に一致した人間が同じような共通の政策

を訴えるわけですから、そういう意味でいうともう会派が前提やというような形になるん

ですね。 

 ところが、無所属の議員の方というのは一人一人がそれぞれ訴えられるので、必ずしも

当選後こういう会派にということを前提には考えてみえないんですよね。そういう方が当

選されて議会を構成する。そのときにはやっぱり、鈴木委員が言われたように、できるだ

け一致するような追求はするけれども、最終的な問題についてはそれぞれの判断になると

いうような、そんな形が今の会派なのではないかなと私も思っています。 

 だから、政策を何とかつくり上げようとか、市に対して対抗するような議案を出そうと

かいうことがやっぱり必要だと思います。そういう会派じゃないといかんのじゃないかと

思うんですけれども、今の亀山市議会の中で、各会派の中での議論は随分やられているよ

うに思うんですけれども、私はもう一段進めて、二元代表制というのであれば、この間か

ら議論しているように、やっぱり議会がまとまらなあかんという問題があるから、そうす

ると、各会派で持ってみえる政策を、今度は会派間の、いわゆる政策議論をせないかんや

ないかと。そこで一致できるものを議員提案という形で出していくとか、そういうレベル

に持ってこんとあかんのやないかなというふうに思うんですよ。 

 ところが、まだまだそこまで行っていないと思います。だから、会派間でのそういう政

策議論はあるけれども、それじゃ、それぞれの持っている政策を会派が寄って１つにしよ

う、市議会一本でこういう政策を出そうとかというところまでは行っていないように思う

ので、それは１つ、今後の課題とならないのかなと私は思っています。 

 そういうときに、これは議会運営とは外すという考え方ですのであえて言わせてもらい

ますけれども、できるだけいろんな意見を反映して政策づくりをしたほうがいいんやない

かと。ところが、２２人全部を寄せてやるというのは大変な議論になるので、そういうと

きに、できるだけ会派という１つの単位でもって出ていただいて議論をしやすくする。そ

ういうときの単位はもう少し、今よりも小さくてもいいんじゃないかなというふうに私は

思います。 
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 そんな意味で、できるだけ二元代表制で議会がまとまるために、一本の政策をつくり上

げるために、会派間で協議をするということがやっぱりこれから必要になってくるので、

そのときの会派のハードルは簡単に言うと３よりもちょっと低くてもいいんやないかなと

いうふうに私は思う。できるだけいろんな意見を集約した形で議会が一本にまとまれるよ

うな、そんな形がとれればなというふうに、私は会派と議員との関係というのはそんなふ

うに考えています。 

【竹井委員長】  最後に出ました会派間の協議というのは、現実には政策の会派間協議

はありませんけど、この後議論していただく議会運営上は、会派間協議は多分されている

んだと思います。要するに、会派に持ち帰って御議論をお願いしますと、それを会派代表

者が持ち寄ったり議運に持ち寄って協議をする。 

 ですから、政策協議は基本的にはほぼありませんけど、それはケース・バイ・ケースで

いろいろ委員会の中ではありますけれども、多分、会派間協議として今現在あるのは、運

営上の協議はそのたびに会派がある意味強い力を持っているのではないかなと。これはま

たこの後の議論ですが、似たような、ちょっといい提案をしていただきました。 

 ほかに。池田委員、どうぞ。 

【池田委員】  今、民主主義の時代の中で、自分の意見に賛同、また、理解なんかして

いただこうと思うときに、まず、会派制度がある中で自分が会派に入り、その会派の中で

理解や賛同を、同意を求めやすいという部分の中で、会派というものが、入っていくこと

に意義があるなということを私は思うわけです、また、自分たちがつくるということも含

めた。そして、次の段階で、会派の中で同意をもらっていく中で他のほうの会派にアクシ

ョンを起こしていくという行為を起こそうと思うときの１つの基本的な会派制度というも

のは、やっぱり必要じゃないかな。そうでないと、一人一人でアクションを起こしていか

なければならないという、こういうエネルギーがとても要りますのでね。ただ、そういう

意味で、一人一人の言われている本当に政策集団となってくると、地方議会の中でどこま

でが、１人の議員がスタッフもいない中で政策集団として固まれるかなということ、これ

が今まで自分自身でもすごく大きな課題。 

 だから、まず第一段階として、せっかく寄った会派なんだから、そこから市長要望でも

会派としての要望ができるような形がとれていったらいいのかなと思います。後でまた、

議会運営とかという形で、常任委員会の要望とか、さまざまな形が出てくるのではないか

なと思いますが、まず、会派と議員という関係からいったときに、そういう民主主義の時
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代の中で、賛成、反対の多数の中で、自分の意見が、会派があることによって理解しても

らいやすいのではないかと、このようなとらえ方をしています。 

【竹井委員長】  今も同じような、会派の中での自由な議論によってさまざまな議論が

交わされると、そのことによって、賛否は別にして、まずはそういう小さい単位の中で議

論をすることによって、またそれぞれが理解し合えるのではないかというふうなことでし

た。 

 ほかに御発言されていない方で、何でも結構ですので、今、会派の中でおられる方はお

られる中で、こういうところがよくわからないとか、こういうところはちょっと理不尽じ

ゃないのとか、ここはいいねとかってありましたら、営々と受け継がれた中で会派運営を

しておりますので、どうしても今の会派長の方たちは古いところを引き継ぎながらやって

おりますので、若い議員の皆様から見ると古い体質のままどうしても議論に入ってくると

いうのがありますので、前田委員、どうですか、初委員ですので。 

【前田（稔）委員】  じゃ、前田稔ですが、指名を受けたようなので。 

 私は町議会のときを長く経験しておって、これは１人会派というか無会派で、全員が１

つの会派みたいなものでもあったし、結局、いろんな討議をするんですけれども、休憩控

室、そこも一部屋なので、そこで主にいろいろ協議をして、いろんな議案に対しても、賛

成だとか反対だとか、そういう議論を結局して、最終的にどういうふうに決まっていくか

というと、町長が一人一人聞いていくんですね、賛成か反対か、前の晩ぐらいに。それで、

議長が調整して、１つ足らんぞとか、何とかせなあかんぞというような形でいろいろ議案

が決定していたこともあったし、役員の選挙、議長選挙とか、そんなものは同じように多

数派工作をするわけですね。 

 今、そういう形の中で、会派というのは私も亀山市議会になって初めてあったんですけ

れども、でも、合併してから関和会という１つの会派で、また、これ、一緒の関全体の中

で正直言ってばらばらでして、本当の会派という中での議員としてやってきていないのが

事実なんですけれども、感じたことは、やっぱり経験の浅い議員にとっては会派というの

は非常に勉強になる、いろんな意見を聞かせていただけるし、アドバイスももらえるとい

うので非常にありがたいし、それから、会派というのは１つの政策集団であるべきではな

いのかなというふうに思いますね。 

 自分がやりたいことというのを市民に訴えて、それで当選してきた以上、自分の訴えて

きた政策を現実のものにしていこうと思えばなるべく多くの議員さんの賛成を得なければ
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ならないということは、やはり大きな会派に所属することも必要であるし、また、会派間

でのいろんな連携も必要になってくるので、目標を実現する、政策を実現するためには、

会派というのはやっぱり必要なものではないのかなというふうに思っていますね。だから、

議員と会派の関係というのは、いいように言えば、政策提案をして、その政策を実現させ

るという意味では必要だろうなというふうに思います。 

 現在の会派というのは、服部委員さんも言われましたけれども、党の公認を得られてい

るところの方というのは、それなりの、やっぱり与党、野党がありますので、そういう関

係でいろいろ決まったところに入っていくんだろうし、無所属の議員については、一応支

持する政党というのがありますので、大体それで決まってはおるんですけれども、やっぱ

り日ごろのつき合いとか、若い者は、この議員さんについていこうとか、そういうふうな

人間的な関係というのもあって亀山市の議会というのができているのかなというふうに思

います。 

 今私がそういうふうに感じていることで、やっぱり議員が切磋琢磨するにも会派という

のは必要かなと。政策提案をしていく上でも実現をするためには必要かなと。この２つが

一番大きな意味で会派は必要ではないかなというふうに感じています。 

 以上です。 

【竹井委員長】  池田委員と前田稔委員と多分同じような視点だったと思うんです。自

分の政策実現のために、まずは会派の中で議論を重ねて、そこの理解が得られるようなこ

とによって、議員一人一人の政策実現にもまた十分寄与していると。それが固まりになる

と政策になるわけですけど、少し違う論点で議論いただけると。 

 では、いいですか。前田耕一委員。 

【前田（耕）委員】  ２人目の前田でございますけれども、私は、基本的には会派とい

うのは政策集団であるべきという考えもあるんですけれども、しかし、国政とか、それか

ら県政の場と、また中身が違いますから、そういう部分もあってもいいんですけど、基本

的にはよりどころじゃないかなと。ということは、自分なりの考えを持っていても、必ず

しもそれがベストとは限らないわけですから、何らかの形で相談をするとか意見を伺う場

合に、会派という１つのグループがあれば、気楽にそこで気安く意見の交換もできると思

いますので、そういう意味であったら、結果としてその内容が、中身が、意見が分かれる

場合もあると思いますし、賛同を得られない場合もあると思うし、逆に自分の考えが変わ

る場合もあると思うんですけれども、そういう、言ってみれば意見交換とか情報聴取の場
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としてあってもいいんじゃないかなと。必ずしも、だから先ほど政党公認とかいうことも

ありましたけれども、そうでないわけですから、地域の代表とかある程度の考えを持って

いるグループの代表というような形でいろいろ出てきておる悩みは違いますから、今の形

の中で、結果として全然違う考えの者が同じグループの中に入っていて、それが会派とし

ての形をなしていても、それはそれでいいんじゃないかなという考えを持っています。 

 問題は、その会派というグループを認めるのが２人がいいのか３人がいいのかというこ

とになってくると、そこまで私はまだ考えを持っていないですけれども、一定人数、１人

で会派というのはちょっと何か首をかしげるところがあるんですけれども、２人でも３人

でも、あるいは５人以上やないとだめとかいうような考えもここにあってもいいのかと思

うんですけれども、必ずしも、きちっとした、言ってみたら足かせになるような形で会派

というのを設けていく必要はないんじゃないかと考えていますけど。 

【竹井委員長】  森美和子委員。 

【森（美）委員】  私は先ほど森委員が言われた若い議員でありながらしっかりと物も

言わせていただいていますし、その中で、先輩たちのさまざまな意見が聞ける、そういう

意味では、市議会におけるいろんなルールとかさまざまなことを教えていたただけるとい

うことからしてみれば、会派の意義は、かなり自分にとってはウエートは大きいなという

のを感じております。だから、会派というのは必要であるし、今後もっともっと政策提言

ができるぐらいの資質の向上というのが会派の中でもっともっと高まっていければすごい

ことだなというふうに感じております。 

【竹井委員長】  松上委員。 

【松上委員】  １０年前、私、入らせてもらいました、会派。いわゆるぶち会派と言わ

れておりました。何がぶちやろうなと思ったら、いろんな意見を、右から左、戦わすとい

う中で、これを肯定的に受けとめながら今のお話を聞いておりまして、議長室のほうから

の報告といいますか、最近この会派について、ある市民の方から、申し入れてというか、

ありまして、議案に対しての一人一人の議員さんの賛否、これを公表するようしたらどう

やというのがあったんですわ。それで、いわゆる党派の場合でしたら、一般質問でも、ま

た、議案質問でも、何々党または何々党という名前で言われますから、テレビを見ている

市民側から見た場合にはよくわかるであろうと。 

 でも、例えば、何々クラブ、市民クラブやったら市民クラブ、緑風会とか親和会とかと

いうても、見る一般の市民の方は余り、それがどのような会派であるか、何を目指してい
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るか、これがはっきりしない面があると思います。ですから、その辺のところを、外へ向

かって、市民は会派というものをどのように見ているかというより、議会のほうへそうい

う公開条例の請求をされた、情報公開をされた方はその方ばかりではなしに、三重県の中

でも、最近の議会だよりの中ではいなべ市が、１人ずつの、議案に対して、１件だけでし

たけど、恐らく拮抗した議案であったと思うんですけど、マル・バツが分かれ、それで、

欠席というのも入っていましたので、この間の人事案件を思い出しまして、市民から見て

それがほんとうに必要なのかと、その辺のところを今考えておりますし、情報公開してい

るところも既にありますけれども、会派というものを通じて、それは会派を見ているとい

うよりも個人を市民の方は見てこの人はどういうことを言うているかということを見てお

られるように僕は思いますけれども、いずれにしても、その辺のところを、外から見た会

派というよりは、やはり情報というのは、僕は提供していってもいいではないかというよ

うな、それを課題として持っております。 

 以上です。 

【竹井委員長】  一通り御意見をちょうだいして、大分意見としてはまとまりつつある

かなと。まずは会派の存在意義というものが、当然、会派に今入っておられる方ばっかり

ですので、基本的には会派に入ってみて会派の意義は必要だということ。それと、やはり

きょう委員の方が議論を聞かせていただいて、さまざまな意見がその中で言えて、それで、

１人の議員の政策実現のための意見交換や、理解活動というんですかね、せめて会派の議

員の方への御理解を求めていくと、そのことが固まりになれば１つまた政策実現に近づく

と。議員の思いというものと、会派で議論することによって、ささやかながら固まりにな

ってくると。勢い全部に話をしても、池田委員からありましたが、全員に口説きに行くわ

けにもいきませんので、少しそういう情報交換がある。それから、期数もいろいろござい

ますので、私もそうでしたが、なったばかりのときにはいろいろな御意見をちょうだいし

て少し早く覚えていくと。やっぱりなれないとこの世界もなかなか大変ですので、なれて

いくと。 

 だから、そういう意味からいくと、仮決定をした議員の資質の向上や意見調整の促進、

議員の政策の実現、まさしくその議論が今のところは会派制の中で、明確な政策としては

上がっていないにしても、非常に有効な手段じゃないかというふうな、会派に属されてい

る方の御議論だったと思います。 

 服部委員からも同じような趣旨ではなかったかなというふうに私は感じておりますので、
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一応ここら辺で、ちょうど１時間ぐらいたちますので、会派と議員との関係ということで

は大体皆さんの御意見も一致していますし、またここは事務局のほうで少し整理をして、

また次の機会に出せればというふうに考えております。まずは、仮決定にある３つについ

てはほぼ皆さんの意見合致したということにさせていただきます。 

 宮村委員、どうぞ。 

【宮村委員】  ちょっと言い忘れというのか、前田稔委員は一応今回会派に入られたか

ら、会派と議員という関係は彼が一番新鮮だと思うんですわ。どこの会派に入ったかは別

にして、会派に入りたいという意思が一応先ほどの話の中で出ておったから私はそれで十

分なんですが、もちろん県も国も市も違うんです。それで、水野委員の話も、私もそうで

す、個人的に。地域代表というのか、市民代表という、施策、政策までは、大きなことは

別にしても、一応立候補していますので、ちょっと生臭い話はしませんが、それはまさに

そのとおりであって、それで、２つだけちょっと申し上げたいのは、県会の場合、私が聞

き及んでいるところによりますと、最大会派の新政みえさんは、民主も自民も一緒になっ

ておると。松上さん、さっき、一番最初、自分のところの会派、１０年前の話をされまし

たけれども、ということで、委員長にお願いしたいのは、これは亀山市にとってはどうな

のかということなんですが、県会、私も直近、二、三日前、傍聴に行ってきましたけど、

あそこは会派で全部席が分かれていますね。だから、その辺は、亀山市で似合う、似合わ

ないは別にしても、こんなのも会派と議員との関係の１つの整理というか、確認事項ぐら

いでもいいかと思うんですが、こんなこともちょっとヒントになればと思いますが。 

 えらい後で蛇足的なことを言いましたけれども、以上です。 

【竹井委員長】  会派別に、たしか座ったようなところもあったような気もしますけど、

亀山市議会の場合は以前から期数の年齢順というのが議席順になっている。私も個人的に

は会派ごとにまとめたらどうだろうというようなことも言ったことがありますけど、なか

なかこう。たしか鈴鹿は分けてあったと思いますけど。 

 今、１点やっているのは、予算委員会、決算委員会は会派ごとに座っていただいており

ます。これは、意見調整ができないから、前は着席順に自由に座っておりましたけど、ほ

とんど全員参加ですので、私のときと言ってもあれですけど、お願いをして、今は会派ご

とに座っていただいております。それによってそれぞれの意見調整ができるようにしてご

ざいます。ただ、委員会はばらばらですのでそれはできませんけど、予算、決算について

は宮村委員がおっしゃったような格好です。 
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 ただ、本会議というか、議場だけは何か期数、年齢という、１つそれが価値観なのかど

うかわからないんですけど、また必要であればよその議会も調査をさせます。会派との絡

みもある。国は当然そうなっていますので、国会はそういう形ですから。 

 わかりました。 

 じゃ、一応１時間になりましたので、一たん会派と議員ということでは大分いい御意見

もちょうだいしましたし、少し会派の形というものも見えてきたような気がいたします。 

 １０分休憩をいたしまして、１１時５分から、あと、じゃ、議会運営と会派の関係につ

いて少し御議論をちょうだいしたいというふうに思います。じゃ、一たん休憩にさせてい

ただきます。 

（ 休  憩 ） 

【竹井委員長】  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 前段は会派と議員の関係ということでそれぞれ御意見をいただきました。私の記憶では、

会派のことをこんなまじめに議論したというのはほとんど記憶がありません。そういう意

味では、１期から７期まで幅広い議員経験の中で、ただ、合致する点というのは結構あっ

たのかなというふうに思います。少し、これはまた論点を整理して、また御報告をさせて

いただこうと。 

 次に、一番重要な会派の中での議員の位置づけや会派の中で議員たちが行うことについ

ては先ほどいろいろ御議論をいただきました。大きくは意見の調整であったり自分の政策

の実現のまず第一歩であったりと。それがうまく重なれば１つの政策としてまた今後花開

くのではないかと。それと、問題提供いただきましたのは、物によっては会派間の中の協

議というものも、政策的なものではまだないのではないかというふうなことがございまし

た。 

 それを受けて、現在、会派と議会運営ということについても、前回も円滑な議会運営の

ために会派制は必要じゃないかというふうな御意見はちょうだいをし、仮決定の中にも入

れてはございます。これもさまざまな意見があろうかと思いますが、例えば２２人で議会

運営を議論すると、これは大変な議論になるし、過半数ということだけでいいのかとか、

それから、お一人の議員がそれぞれの議題によって賛否がどんどんどんどん分かれてくる

と、まさしくこれは、先ほどの話じゃありませんが票読みができなくなるような、大変複

雑なことになってくると。そういうこともあって、法的な議会運営委員会を設置した段階

ではっきりと、やっぱり会派運営というものと議会運営というものをリンクをしてきたの
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ではないのかなというふうに私は考えております。 

 その中で、これからちょっと御議論願うのは、会派の果たす役割ですね。前回も言いま

したけれども、よく市民が見られるのは、役員選挙のための、要するに議会の議長や委員

長を決めるためにそういう会派制度が機能しているのではないかというのが古く言われて

おり、今はそういうことは余り聞きませんけど、私がなったころは特にそういうことを聞

いておりました。 

 今は１日で議長選挙も終わりますけれども、２日間かかったりとか、一晩じゅうやって

も、最近議事録を見ておりましたら、夜中の２時３時に決まったのも、私が２年目のとき

には夜中の３時ごろにたしか議長さんが決まってということも記憶がございます。そうい

うものも今は会派間のいろんな調整の中でなくなってきて、よりスムーズに運営できるよ

うなことになってまいりました。 

 ですから、会派機能がどんどんうまくいっているというふうには考えております。そう

いう中で、代表者会議と議会運営委員会だけが会派制の中で３名以上という会派で構成を

されております。これもさっきの話で、１人会派、２人会派、３人会派と、県の条例でも

そういうふうになっているので、会派が議会運営に対してどんな役割を果たしているのか

というところからまず入っていただいて、それと、委員長からこんな言い方をすると申し

わけありませんが、交渉会派みたいな、例えば１人会派、２人会派を認めていった場合に、

やっぱりそれは交渉会派みたいなもので、ある程度会派の構成人数でそれも制限をしてい

っていいものなのかどうか、その辺がうまく、議論が整理がつきますと、会派という定義

も少しわかってくるといいますか、市民の方にも説明ができるというふうになりますので、

現状は、今、代表者会議と議会運営委員会、３名以上の会派の委員によって構成をしてお

りますが、まず、議会運営上における会派の果たす役割、この辺でもし御意見がございま

したら、まずその辺をスタートに少し御議論を願おうというふうに思っています。 

 宮村委員、どうぞ。 

【宮村委員】  まず、実務的な面。実務的というのは、議会運営委員会から会派を見た

場合で実務的ですよ。議会運営委員会は、私も７年８年ほど議員をさせてもらっておるん

ですが、議会運営委員会が延び延びになって翌日まで行ったというのは、私は、経験、体

験がありません。ということは、議会運営上、やはり会派構成があると、会派の中で上程

された議案についても……。そればかりじゃないです。議運は、時と場合は、定例会以外

でもいつでも開く責任、責務が一応ありますので、だから、そういった面からいくと、今
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までのところ、上程議案等に焦点を絞って一例を挙げて言うならば、会派の中で意見集約

を会派長を中心に、我が会派はどうなのというクエスチョンマークのもとで、大筋でこう

いう方向性でどうだろうかというふうに進めておりますので、会派から現時点で選出され

ている議運に対する委員がその辺のところで、結果、会派に入っていない方たちには申し

わけないんですが、多数決の原理で決まっていくと。ある面、早いばっかりがいいとは言

いませんが、比較的議運のそういう決め事に関する協議、議論の中で、会派があることに

よってうまく進んでいるんじゃないかなと。時間ばかりじゃなくて、ほかにもお互いの問

題点とかもその場で確認しながら事が進んでいるような気がします。 

 それから、会派から議運も、逆のケースが言えるんですが、会派があることによって議

運に対しての申し入れが、例えば５人おれば２２名の４分の１近い意見がそこで集約され

て、意見として議運で諮ることができるとか、両方とが肝胆相照らすというのか、お互い

に逆の立場で目的は一緒じゃないのかなと。一緒というより、うまく事が進むんじゃない

かなと、そんな感じ。議会運営上、会派があることによって、効果というか、そんなよう

な。 

 以上です。 

【竹井委員長】  議運については会派制で７人選出をしておりますので、そういう意味

では、７人の議論、それまでには下地としての会派の中での素議論があって、その上に乗

って議論しているので、基本的に比較的意見をまとめやすいんじゃないかというふうな趣

旨だったと思います。 

 ほかに。水野委員、どうぞ。 

【水野委員】  会派と議会の関係でありますけれども、やっぱり１つの議会という組織

を考えたときに、会派の位置づけというものがどういうものか。特段、無会派でも、会派

がなくてもいいわけでして、何となく明確な位置づけがない。しかし、実態的な運用とし

ては会派運営というのが主体になっているというような感じがしております。それを、自

由な集団でありますから緩やかな集団であると思うというような定義をしておりますが、

今の亀山市の議会運営という意味では会派があったほうがいいということは皆さん御存じ

のとおりですね。 

 議会運営という意味で考えると、本会議とか委員会とか、そういう正式な議会、決め事

をしていくというものと、議会としてのそれ以外の運営をどうするのかというようなこと

を考えますと、議運というのは、さっき宮村さんが言われたけれども、議会運営に必要な
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ことを議論するのであって、もちろん委員会規定で議決すべき事項が決められておる。そ

れ以外は、議運では、この議案をどうしましょうというようなことは、やっぱりないわけ

です。そう考えると、議運は議会を運営していくための委員会になる。そうなってくると、

将来へ向けて、政策提言をしようじゃないか、一枚岩として議会が議提を出そうじゃない

かといった場合には、やっぱり会派間調整が必要になってくる。全体会議が今ないわけで

すから、そういう意味での、会派調整という意味でのものは必要になってくる。 

 そこに、代表者というものが今ありますけれども、代表者の定義そのものが、人事とか

予算とか、あるいは情報公開とかというようなところに限定をされておるので、将来に向

けてはやっぱり、代表者会議等の中で意見調整をして意思統一をしていくというような機

構が必要じゃないかと。 

 ですから、議運というのは定数が決まっておって代表が出ておることは確かですけれど

も、全体から議会運営という意味を受けると、会派があるから議会運営ができる。それか

ら、無会派もみえるわけで、その人が議会運営にどうタッチをしていくのかというのも１

つの今からの検討課題だと思います。ですから、そういう意味では会派の人数というもの

も考えるというようなことだと思いますね。 

 そういうようなことで、会派があるから議会運営がスムーズにいくということは言える

と思うんです。議運もあり、あるいは代表者会議もあるという意味ではスムーズにいける

というふうに思うので、議会運営というものを焦点に当てると、やっぱり会派そのものが

もう少ししっかりして、今までは政策論議を全然していませんので、代表者会議でしてい

ないですわな、実態的なね、だから、そこら辺をどうするかというのがこれからの課題だ

と思うな。 

 議会を運営していく、いろんな行事をやったり、もちろん互助会もありますけれども、

そういうものについての調整はできる、あるいは人事についての調整はできるけれども、

それ以外の政策提言をするというような大上段に構えた場合に、会派と議会運営というも

のの考え方というものを整理しておく必要がある。さっき言った１つの組織という整然と

したものはないけれども、１つの政策集団としてあって、そういうものが幾つかある、そ

ういうふうなのが集まって、２２名が論議するよりも会派でまとめておいてそれを集約す

る場だというような意味での会派であるべきじゃないかと僕は思いますけどね。いわゆる

政策とか、議案というようなところまで行きませんけれども、例えば議提の課題について、

やっぱり議会として提出するんですから、そういうものについて。 
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 今の実態としては、意見書の提出にしても議運でやっていますので、それがいいのかど

うか、議会運営という議運の使命からいくといいのかどうかというような気もせんでもあ

りません。 

【竹井委員長】  今、水野委員から、私も進め方がちょっとまずかったかと思いますが、

議会運営にも二面性があるのではないかというふうな御発言だったと思います。我々自身

をコントロールする議会運営、例えば質問回数をどうしようとか、時間をどうしようか、

それから会期をどうしようかという運営と、行政との議会運営、要するに議案が出され、

例えばこちらから政策をつくってぶつける、そういう議員活動における議会運営というも

のと、二面性の御指摘がありました。ちょっとそこまで深く考えずに御意見をちょうだい

しようと思いましたが、２つに分けて少し問題提起があったのではないかな。 

 後段の行政との関係は先ほどからもいろいろ話もあり、それは今後の課題として少し検

討をというふうに思います。２つの観点ででも結構でございますので、またいろんな御意

見を。 

 宮村委員。 

【宮村委員】  えらい出しゃばって申しわけないですが、委員長の今から進めるに当た

って、私、やっぱり２つに分けるべきだと思うんですわ。それはなぜかというと、会派と

市民との関係というのも、委員長、恐らく、後々考えてみると思うんですが、服部委員が

会派とはイコール政策集団であってということは、選挙、立候補するに当たってこんなこ

とをしますと言うて手を挙げた以上は出前講座的な会派として、会派とここでは言います、

会派として地域ごとにその会派がある議員の要望があればそういう勉強会を開くものと、

そんな意味で、一番最初、冒頭にはそんな思いがあって言われたと思いますもので、ひと

つ分けていただいて、委員長、よろしくお願いします。 

【竹井委員長】  どちらの意見でも結構ですので、ちょっと私のほうが議会運営という

のを単純に考えておりましたので、ただ、後段の部分は少し、現実にやっておりませんの

で、課題というふうな面もある。ただ、それもぜひやるべきだとか、そういう御意見もあ

ろうかと思いますので、両方織りまぜて結構でございますので、御意見があればちょうだ

いしたいと思います。 

 前田稔委員。 

【前田（稔）委員】  会派と議会運営という中で、さっきも行政とのかかわりというの

がありましたね。議案に対して、あるいは人事案件に対してでもそうですけど、提案され
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た議案に対しての賛否をとるわけなんですが、そういった中でやっぱり議会で一番苦労さ

れるのは議長なわけであって、議長と理事者側がその案件についてある程度把握をしてお

かないと、議会事務局も大変だろうけれども、今後の運営というものが、可決されればそ

のまま進んでいくわけですけれども、否決された場合どういうふうな状況になっていくの

かという、そこら辺をやっぱり議長が一番心配するわけで、理事者側と相談等をせなあか

んわけですよね。 

 そういうことも踏まえて、そういうときに、会派がなかった場合やったら、ある程度議

員さん一人一人に大体意思を確認していくというような、町議会のほうではそれはそうだ

ったんですけど、そういう意味では会派があると代表者会議というような中で、大体うち

はこうだよ、うちはこれだけちょっと反対もあるけど賛成これだけだよというような形で、

そういう意味での議会運営にはやっぱり会派があって代表者がいたほうが話が早いという

か、それから各議員さんにも話が連絡できるというような、賛成回ってくれとか反対に回

ってくれとか、いろいろそれもあるだろうし、そういう把握がしやすいというのがありま

すね。 

 もう一つは、議員内部での運営というのがありまして、議会だけの運営というのがあり

ますので、そういうのでも同じように会派、代表者会議を持っていけば、そういう連絡と

か意思の、議長としてその各議員の把握がしやすいんだろうなということで、会派という

のはそういう意味では非常に重いものではないかなというふうに思っています。 

 以上です。 

【竹井委員長】  森淳之祐委員。 

【森（淳）委員】  今、前田委員も言いましたように、議会運営上、議会運営委員会と

いうのは本当に重要なあれだと思います。何年からこうなったのか、ちょっと記憶がない

んですけど、昔は、前は法制化されていない議運でずっときておったわけですよね。それ

で、議運がありながら委員長には権限がないもので、それで、いわゆる相談ぐらいのこと

であって、それで、あとだれが調整するのかというと、副議長が皆やっておったわけです。 

 会派がありながら法制化されていないものだから、一本釣りで副議長さんがだーっと根

回しをして意見を聞いていって、それで議長に伝えてと、こういうような格好でやってき

た当時もあったわけですけど、今はそういうあれからいくと議会運営委員会というのは議

会運営上本当に重要な委員会であるし、それだけに委員長は権限もあれば責任もあると私

は思っていますので、以前のことをちょっと申し上げた上で、今、重要性をひしひしと感
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じております。 

【竹井委員長】  水野委員からも、また、森委員からもありましたが、議運が法制化さ

れた段階で、代表者会議の議論内容は整理をたしかされたと思います。そうしないと、代

表者会議が余り議会運営に口を挟んではまずいのではないのかなということで、たしか人

事案件等ぐっと制約をして、議会運営上の協議の場としては、今は基本的には機能はして

いないと。それは全部議運にゆだねるんだということに今なっております。 

 ですから、前田稔委員がおっしゃったような部分というのが全く今は機能していなくて、

我々の三役人事には機能はしておりますけれども、行政側への議案に対する対応というも

のは、先ほどの議論ですけれども、会派の議論であり、さらにそこに最近個人の議論も尊

重していくということだから、ますます票読みしづらくなっているものも出始めてきたと。

このような議会運営ですね。 

 これは今日の議論でありませんけれども、どういうふうにそれを考えるのか、二元代表

制で向かい合いながら賛否もあるぞという、こういう議論の中で、議会がそこを収れんし

ていくものなのか、あくまでもそこは、ガチンコ勝負というのをよく言いますけど、ガチ

ンコ勝負でぶつかるものなのか、かといって余り行政が根回しに入るとこれはまたおかし

なことになるので、そういう意味での議会運営は、これからもう少し我々も議論が必要か

なというふうには感じさせられる。 

 ただ、会派の議論と、そこまで会派がやるのかどうかというのも含めて、また御意見を

ちょうだいすればというふうに思います。昔風に言えば多分それぞれが動いていたんだと

思います。今回は特にそれがなかったような気がしますので、少し時代が変わったかなと

いうふうな気もします。議運ができて相当会派の持つ価値も高くなって、会派間の調整も

して、議運の議論も比較的スムーズにいっているのではないかなというふうなご意見です。 

 ほかに。 

 あと、私から是非とも確認したいなと思っているのは、会派の人数の問題が今後絡んで

くると思います、議論の中にね。そのときに、私から、委員長からこんな言い方をするの

もおかしいんですけど、前回の資料の中にも交渉会派というふうな課題もあって、じゃ、

何人から議会運営に参加できるんだ、今は３名というふうに切っております、これがこの

ような形でずっといくべきものなのか、それでいいんじゃないかというのか。 

 この前の研修に、たしか２人会派が乱立していてなかなか議会運営がうまく機能できな

いというふうな市議会さんもございましたけれども、その辺の議論も、現状３だからとい
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うことじゃなくて、会派の人数構成と今議論していただいております議会運営上の会派の

ところと、２つの性格を会派で持てば、比較的会派制ともわかりやすくはなるかというふ

うな、それは県の流れを受けているんですけど、その辺のことも含めて少し御議論願えれ

ばありがたいなと。 

 きょう結論は出しませんので、ちょっと御議論願えればなというふうに思います。 

 宮村委員。 

【宮村委員】  本当にこの特別委員会というのはいいタイミングで、いい時期に、来年

度にまたがりますが、それで、先ほどの件、３名なのか２名なのか、今までは３名で３名

でって、そんな節がありますが、どっちになるにしても、これは多いに議論をしていいた

だければという、私、自分の要望ですね。今時点ではひとつ、これは大事なことだなと思

いますので、時間をかけていただいて、しっかりとやっていただければと、これだけ申し

上げておきます。 

【竹井委員長】  服部副委員長、どうぞ。 

【服部副委員長】  政策形成というのか、合意ということで今議論されている中で、三

重県とか栗山町とか伊賀市の基本条例を見ると、議会の機能の強化というところで共通し

て、議員間討論であるとか、自由討議による合意形成とか、議会の合意形成というような

のが書かれているんです。その中に、議会運営委員会だけやなしに、本会議、常任委員会、

特別委員会、県議会の場合は別に設置をされる調査機関及び検討会でも議員間討論しよう

みたいな、そんなふうなことを書かれているというのは、大体共通した書き方をされてい

ます。 

 だから、議会運営委員会も、委員長が言われたように、そういう政策形成というのか、

合意を得るためのそういうものも議会運営委員会の中でやらないかんというのは必要なん

ですけれども、それに限らず、いわゆる議員間討論みたいなものを全体としていろんなと

ころでやるというのが、そういうことがやっぱり求められているんじゃないかなと。 

 だから、単に議会運営委員会だけに絞ってここで必要かどうかということよりも、全体

としてそういういろんな機関での議員間討論、それから会派間の討論みたいな、そういう

ものが要るということに、その中の１つに議会運営委員会もあるというような考え方のほ

うがええんやないかなというふうに私は思うんです。 

【竹井委員長】  前田稔委員。 

【前田（稔）委員】  人数ですけど、１つは常任委員会というのがありますよね。今は
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３つですか、亀山市は、常任委員会。その３つの委員会がすべて、予算とかが全部入って

おるわけで、そうすると、会派が政策提案をしていくに当たって、それぞれの委員会に最

低１人ぐらいは入っておるのが望ましいのかなと。そういう議論ができなければ会派へ持

ち帰って、２人やったら１つの委員会が入れないわけで、そこの委員会の傍聴はできるけ

れども、政策提案までできていかないというようなことも考えると、常任委員会の数だけ

の人数はやっぱり会派として持つべきではないのかなというふうに思います。 

【竹井委員長】  ２つに分けて考えてほしいということです。会派の議論としては、政

策とかは、それで１つと。それから、運営するために会派ってどんな役割を果たすんだと。

ですから、それを整理していかないと、基本条例をつくっても、無会派って、じゃ、何の

ための、それは理由がつけづらいところも出るわけです。会派制というものは、ただ複数

人いることによって、自己研さんであったり、自己政策実現が図れる場だというのが前段

の議論だった。それは会派の機能として持ったと。 

 会派があることによって議会運営がどうなるんだというと、多分、多数の意思の形成を

会派によって整理するんだということだと思うので、そうすると、先ほど水野委員がおっ

しゃったように、属さない議員の意見は、じゃ、どうするんだと。例えばその数が５名も

６名もになったときには、３分の１も占めるようになったときに、その意見の集約はどう

するんだとなると、じゃ、残りの３分の２の過半数でいいのかということになってくる。

当然そうですね、多数決とはそういうものですから。 

 そういう問題が１つと、今、服部委員から提案があった、議会運営委員会だけじゃない

んじゃないのと。もっとさまざまな機関を設置することによってそこでも協議するような、

亀山市議会は今ありませんので、そういう複数会派で協議する場というのは、常設は持っ

ておりませんので、例えばそういうものも今後考えていけば、今、前田委員からもありま

したけど、さまざまな意見の披瀝の場が生まれてくるのではないかということもちょっと、

これは提案があったんですけど。 

 それから、そこに会派というものがどんなかかわり方をすると。３名以上じゃないと、

じゃ、発言権限がないのかとか、会派の人の発言だけが尊重はされていませんわね。特に

常任委員会なんかは会派は関係なく７名の議員でやっているので、そこら辺を含めて、今

はちょっと２つだけになっているのでわかりづらいですけど、水野委員がおっしゃったよ

うに、行政との中の政策とか、例えば１つの議案に対する政策議論のときには、会派機能

は動いていませんわね。よっぽど何かのときには一部動きますけど、ほとんどそこは動い
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ていないです。委員会の中で動くという、そこは会派は多分飛び越しています。若干はあ

るんですけど、全くゼロではありません。結構委員会の議員の中で一生懸命議論していた

だいて、１つの結論を導き出してきています。ですから、会派機能というのが、そこはあ

ってないような部分も一部あると。 

 だから、今一番大きいのは、自分たちの生活をつかさどる議会運営に大きく会派制が今

機能しているということは事実だと思いますけど、それ以外のところにも必要があるんじ

ゃないかというのが水野委員なり服部委員の多分御意見だったような気がします。そこと、

人数の問題も今後絡んでくるのではないかな。 

 前田委員のおっしゃる意見も１つの意見だとは思います。ただ、解決策としては、複数

常任委員会というのをとれば解決する方法があるんだろうと。これはまだ検討の素地に上

がっているだけで、結論には至っておりません。複数に所属すれば、２人でも多分結構な

所属はできるので、１人の人はどこにも行けませんけど、そういうこともいろいろ今後の、

それは今後の課題として、これは議運のほうの課題になると思いますので、複数常任とい

うのは、水野委員長のときでしたかね、たしか議論をしていただいておりますので、これ

は１つの提案として、また全員がかかわり合うということですよね。多くの委員会に１人

の議員でかかわり合うとすると、そういう手法も１つの方法かなというふうにはなってま

いります。 

 済みません。話をリードして申しわけないんですけど。 

 服部副委員長 

【服部副委員長】  人数のことは言いませんでしたので。 

 １つは、議案提案権というのが従来８分の１という数字だったのが１２分の１というこ

とに改められたというのが数年前にありましたね。だから、亀山市議会でいうと、１２分

の１という数は、２人で議案が提案できるという数になるんですね。だから、そういう意

味でいくと、政務調査費の場合ですと１人でも一応交付されるというような考え方である

とか、それから、地方自治法上で議案提案権ができるのが亀山市議会の定数でいえば２人

でいいというような、そういうことを考えていくと、そういう数というのが結構重視され

てきているんやないかな、ある程度小さな単位でもそういうことができるよというような、

そういう方向に変わってきているのかなというふうに私は思うんですよ。 

 だから、そういう意味でいくと、それを根拠に何もかも決めるということにはなりませ

んけれども、１つの考え方ではないかな。ただ、議案提案できる１つのまとまりが、会派
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として認められないとか、それから議会運営委員会にも出られないとかということになる

と、それはどう整合性をつけるのかなというあたりもきちっと議論をしておく必要がある

んじゃないかなというふうに思います。 

【竹井委員長】  水野委員。 

【水野委員】  会派人員のところまで話が行きました。 

 議会運営の中で会派が持っているよさ、あるいはそれの持つ使命というような論議の中

で、服部委員は人員ということを言われた。確かに、１２分の１が議員提案権があるわけ

ですから、亀山市の場合は２２名ですから２名おればいい、それは会派じゃないかという

主張だと思うんです。 

 それで、さっきの話に戻しますけれども、いわゆる政策の勉強会というか、そういうも

のを考えると、現在の全員協議会というものがどうなんだろうという気がするんですね。

よその議会を見ておると、どうも新聞なんかを見ておると、全協である程度論議している。

うちの場合は報告会ですよね、全協が。それにわからんことだけ聞けということで、これ

に対してどう思うということは言えないのが全協なので、そこら辺をもうちょっと広げる

か、あるいは名前は別として別の会をつくるかというようなことをするという、それが全

体の議員間の討議なり勉強、レベルアップにつながると。 

 一方では、さっき論議があったように、会派の中の論議があるということで、会派の中

の論議というのはそういう過程を経て、全体の勉強会なり、あるいは研修の過程を経て、

会派の中で結論づけるというようなことだと思うんです。先に会派を決めておいて全体勉

強に入るなんてないわけですから、ナンセンスですから、やっぱりそういうものがあると

いうような意味で、ちょっと外れるけれども、全体の研さんという意味ではそういうやり

方もあるとは思いますね。 

 だから、今の全員協議会の定義というのがはっきりしていないと僕は思うんです。代表

者会議は決まっていますよ。何と何をやると限定されておるけれども、全員協議会という

のはどこも出てこないわけで、全協の位置づけというのもどうするかというのも、１つの

課題だと僕は思うな。 

 だから、今からそういうことで、全体の研さんをしようということであったら、全協の

中身、全協でできることが何かということを決めていけば、そこで吸収はできる、解決で

きるというような気がしますね。 

【竹井委員長】  議会運営の話の中で、今、大きくは代表者会議と議運ということをひ
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とつ頭に置きながらやろうとしていたんですが、もう一歩進んで、やっぱり議員間の討議

の場というのが確立されていないのではないかなと。会派の中の討議はして、持ち寄る場

はつくってありますけど、議員全体での討議の場もないんじゃないかというふうなこと。

それから、服部委員からも、条例制定の市だと、さまざまな議論の場づくりをセットがし

てあると。やる、やらんは別にして、セットできるようになっていると。そうなると、議

員の議論の場というのがもうちょっと幅を広げていく必要性があるのかどうか。これは議

運との議論も絡んでくるので、ここだけの問題ではありませんけど、ただ、それはそれと

して、そこと会派の関係はまた微妙になってくるので、できれば会派運営というものが、

それは新たな機関の設置ですので、これはまた別のことで考えれば、そこは会派は関係が

ありませんからね。 

 会派が持つ機能、服部委員からは２人でもいいんじゃないのと。ただ、前回でしたか、

御指摘があったように、例えば全員が２人になったら１０会派できてしまう、そうすると、

結局全員で議論しても一緒じゃないかとなる、そういう懸念もある。ただ、２人会派が５

つできると、１２人の過半数で合意してしまうというふうなことにもなってしまうと。 

 これは是非の話じゃないですよ。そういう市議会もあるということを言っていました。

ただ、そうなると、会派制をなしにして必要なことは全員で決めたほうが早いというふう

なことにもなるかもしれませんね、全員協議会で議運もやっちゃうとか。だから、そうい

う懸念も含めて、全体で協議をする場が確かにないんですよね。全員協議会はありますが、

あれはちょっとまた別にしますね。そういう議員で議論をする場がないというのが、その

辺も確かに１つ確立すれば、また会派の人数の問題も少し整理がつくような気もする。 

 でも、その議論まで入ってしまうとこれも際限がなくなるので、私としては、例えば現

行のまんまいった場合にでも、例えば服部委員がおっしゃるような２人、政策を共有しお

互いが勉強するんだって言えば、それは２人でも１つの集団になってくるので、その２の

問題と、会派運営、議会運営にかかわる数は今３ですので、この辺で線引きができるのだ

ろうかというお思いもあって皆さんのご意見をちょっとちょうだいしておく。これは会派

ともう一度、また持ち帰ってもらうようなことに考えておりますので、ちょっとその辺も

含めて、現状のまんまでいっても、前段の議論からいくと２であっても別に議論はないね

と、じゃ、何で２はだめなのということになってきます。 

 それを受けて、じゃ、全部２も参加よということになったときに、多数乱立した場合は

今度非常な議会運営になってくるというその線引きも、じゃ、どうしようかというところ



 -30-

もあって、前回、この資料にもあるような、交渉会派みたいな発想も１つ持つことによっ

て整理のつくような議会もあるということの紹介をしましたので、少し皆さんのほうでも、

多分２か３かというところでは結論は出ませんので。 

【宮村委員】  常々疑問を考えておったんですが、２人３人の話をさせていただきます

と、服部委員はいい意味で、本会議で公の党の名前を先に発して服部ですが、私は立派な

ことだと思うんですね。それで、議論に入っていきますね、本会議でも。そうすると、政

策の質問をして、公の党の名前を出して一生懸命やってみえるのに、会派たるものは３人

以上で、そんなのやったら、彼は賢いからそんなことは言いませんけれども、ほんまに政

策集団としての会派が機能しているのという気持ちは、どこかに持っておると僕は思うん

ですよ。 

 それと、２つ目ですね、委員長。 

 例えば、私はどちらも、今現時点では、反対も賛成も、全然気持ちはありません。そこ

で、真っ白な気持ちで申し上げておるんですが、例えば、服部委員の望むところの２人会

派となった場合、仮定ですに、我々今既存の会派を組んでいる構成が、例えば私が服部委

員のところへ、会派、自分も行くわと、一緒にやろうかと、それは、そんなに簡単には、

ちょっと考え方が違ったりしてならないと思う。だから、そういう意味で、私、一番最初

に、２人か３人というのは大いに議論を、門戸を広げるというのか、何もなし崩しで２人

会派が、ごめんね、たまたまあんたの２人のあれを言ったけど、そんな２人会派が、今７

人おるところがもう２人会派がとか、５人のところが２人ずつ分かれるということは、僕

はそんな雪崩現象は起こらないという自信は持っていますもんで。だから、広く市民にこ

たえられるような会派とは、今のテーマ、まさに会派と議会、あるいは議会運営委員会と

いうのは、委員長、その辺が大事じゃないかなと僕は思いますので、えらい申しわけあり

ません。 

 以上です。 

【竹井委員長】  人数まで言及するのもと思って議論は進めていませんけど、結局ここ

が最後の議論になってきまして、だから、会派の性格と位置づけは先ほどの議論で結構ま

とまってきました。あと、松上委員から言われました、市民の人が見て、会派って、じゃ、

そういうことなのと言ったときに、じゃ、何で３なのということになってくると、その答

えもちょっと用意しておかなければならないという部分。それと、従来ずっと続けてきた

３人以上の会派で運営をして、それによってよりスムーズな運営ができたのではないかな
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という自負も多分あるんだろうと思いますが、各会派の方は。そういうことも大事にせな

きゃあかんと。かといってさまざまな変化がなければなかなか市民にとっては見えにくい

という部分も出てくるということで、これからもきょうの議論がスタートで、例えば２人

にしたときに、こんな課題が出るじゃないか、１人のときにこんな課題が出るじゃないか。

一番あるのは、乱立したときの議会運営をどうするんだということですわね、すべての懸

念というものは。それを解決していくようにみんながどう考えるか、その解決手段として

何があるのか。 

 これは会派を持つ側の議論になって申しわけないですが、そういうことも含めて、少し

これから、きょうの議論の要点を整理した後、もうお昼に近づいてきましたので何人かあ

と御意見をいただいて、なければ少しこのテーマをもって会派の中でも議論をしていただ

こうかなというふうに考えています。結局、全員がオーケーというか、議会運営は基本的

に全員一致に近い状態じゃないと、これは過半数で決めるというふうな問題でもありませ

んので、忌憚のない意見交換をしていただいて、またそういうまとめをしていきたいとい

うふうに考えております。 

 ですから、会派の持つ性格は前段の議論です。これを受けて、議会運営上の会派と。で

も、組織上必要なんですよ、皆さんの意見は。議員全員では難しいから中２階に会派をつ

くり、そこによって議会の運営を。行く行くは発展すれば政策として訴えて、二元代表制

として議会と行政が向かい合うんだというところまで、そこを突き進めたらどうだという

ことだと思います。 

 そのときの会派というものと、議会運営、特に我々をつかさどる議会運営です。自分た

ちの身分や行動をつかさどる議会運営ですから、やっぱりみんな、３という数をこだわっ

てきたんだろうと思います。多数を形成したところで何とかやりたいということだと思い

ますので、なかなかどう進めていいかわからないまま、前半はすっといったんですけど後

半が難しい議論になっていまして、中２階構造ということだけは、私はそういう考え方を

しております。議員がいて、会派がいて、会派ですべてがこう回っていく。 

 でも、それの議論は全部したと、きっちりと会派の中でやっていくと。そこはわかって

います。ただ、市民にその説明をするときに、何で３なのとなったときのきっちりしたも

のがないと、やはり市民理解は得にくいということもございますので、少し今日の話を整

理して、また早目にお渡しをしようと思いますけど、ほかに御意見があれば、この際です

ので、これに関連してです。 
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 前田耕一委員。 

【前田（耕）委員】  私自身は、人数は、先ほど２でも３でも５でも構へんと言ったん

ですけれども、個人的には３が妥当かなと。じゃ、何で妥当なんだと言われるとちょっと

困るんですけれども、現在の会派構成、要件が３人以上になっているのを見ていたら、議

会運営上そんな支障は出ていないと思うんですよ。そういうことで、３が妥当かなという

考えをもっておるんですけれども、その会派も例えば政策集団かというと必ずそうではな

いですし、それから、地域代表ばっかりでもないですし、本当にいろいろな考えの方が集

まって３つの会派ができていると。これが条件的に３人以上となっていて、そこへ５人な

り６人なりのメンバーが入っているということになるんですけれども。 

 それで、先ほど２名ということが出てきて、この場合、またまた服部委員を出してしま

いますけれども、またまた共産党さんは２名いるから、２名会派を認めてもらえれば活動

も多分しやすいと思います。議会運営にも入っていけると思うんですけれども、僕、思う

のは、例えば２名しかいないと、それで、ぜひそれを認めてほしいというのは１つの考え

方やと思うんですけれども、必ずしも同じ党籍を持っている者だけで会派をつくる必要も

ないと思うんですよね。 

 議会運営上どうしてもそこへ入り込んでいきたいということであれば、もう一人、主義

主張は別として入れていただいて３人会派をつくってもらったら、それで運営には入り込

めると思うんですよ。そういう論でいけば、ちょっと考えは違うかもわかりませんけど、

例えば公明党さんが２人であっても、例えば現在、３つの会派のうちの１つに入って、そ

の中で一応議会運営にも携わっているということもあるわけですから、例えば３人寄った、

あるいは５人寄ったら、すべてが同じような考えで同じように行動する必要もない部分が、

現在の亀山の場合、会派としてはそんな足かせをやっていないですから、そういうことも

ある程度は考えていって、どうしても議会運営に立ちたいのであれば、だれかを引っ張り

込んでと言ったらおかしいですけれども、そういう形で会派をつくっていくというのも考

えていけば、問題なく現在の要件の中でも議会活動にはタッチできるのではないかなと感

じているんですよ。 

 だから、何とか、その辺のところも考えて、３人で頑張ってというような組織をつくる

ために、いいんじゃないかという感じもするんです。 

【竹井委員長】  わかりました。 

 じゃ、池田委員、どうぞ。 
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【池田委員】  自分の中で、ちょっと整理されていないんですよ。 

 １点目は、複数会派となってきたとき、２人以上は複数会派というとらえ方があります

ね。そういう部分と、交渉会派、交渉人数という言葉の理解。そうしていったときの議会

運営上、この交渉の人数をどうするかという議論をどう整理していくのかなというふうに

思うのと、もう一つは、複数会派になっていったときに、党の公認で、自分、そうですけ

ど、公認で出馬している人、それは全国ネットなので、視察に見えたときも会派を名乗っ

ていれば、ここにはいるんだなみたいな。ところが、３人以上とかになってくると、それ

に合わない部分の場合は、どうしてもどこかの会派の名前になっていくのかという形の中

で、全国ネットで党の公認を受けている場合には、そういう複数の会派というのは必要で

はないかなと。ただ、そこにひっかかるのが、交渉委員を何人にするかというものがもし

も出てくるならば、非常にこの議論というのが自分の中でまだ整理されていないんです、

ちょっと結論がなくて申しわけないんですけどね。 

【竹井委員長】  今、池田委員からも、前回もこの議論は一部入っているんですけど、

従来の運営をそのまま持続して、さらに複数という表現を入れようとすると、今池田委員

がおっしゃったような方法をとれば可能なわけですよね。でも、会派だけれども参加でき

ないわけですね、議会運営上は。それは議会運営の話です、今言っているのは。自分たち

のさまざまな行動や自分たち自身をつかさどる議会運営には、今のまんまでいこうかと。 

 ただし、水野委員や服部委員がおっしゃるように、例えば全体で協議をするとか、そう

いう新たな場を何かいろいろ設けることによってまた違う議論はそこでもできますので、

あくまでも自分たちの質問の配分や何やって、そういう議運でやるようなもの、代表者会

議もありますね、こういうものに関しては今のままでいけば、要は定義をつくるときの話

もあるんです、委員長としてはね。会派の定義をつくらなきゃいけませんので。 

 やっぱり、複数でと書くと、じゃ、２は何でだめなのということになってくるもんで、

だから、会派の持つ意義というものと議会を動かす会派の意義というものと分ける発想を

すれば十二分に、これは県でも同じことだと思いますね。代表質疑なんかは何人以上しか

できないわけだから、三重県でもそれをやっていますわね。ここは、代表質疑、できます

ね、今は、３人以上だと。２人だとできませんわね、代表質疑というのは、仮につくって

も。そういうことは従前どおりはできるので、委員長としては、つくる以上、何か一歩前

向きなものがないと、従前のものをそのままやっても何も変革にならない、改革にならな

いというジレンマもありまして、少し皆さんのほうでもそういう二階層の考え方が入らな
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いかなという、ちょっとリードするようで申しわけないんですけど、そういう視点も  

   それはおかしいとクレームがつくかもしれませんが、やっぱりそこは過去の既得権

と新たな制度を重ね合わすということになると、どこか妥協点も要るかなというふうなこ

とも考えております。 

 最後に池田委員からも、特に党を名乗っていらっしゃる方の立場もあるんじゃないかな

ということも私は考えますし、人数までは今日は入りませんでしたので、でも、考え方は、

複数という意味と、議会運営というもの、行政との関係は、今、いろんな御意見をちょう

だいしました。これはまた新たな視点で織り込んでいくのかどうかですね、何とか会議を

入れるとか、そういうものは県も入っておりますので。 

 特になければ、ちょうど１２時になりましたので、一たんこの項は終了させていただき

まして、その他の項に入ります。よろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【竹井委員長】  それでは、きょうの部分もまた要点を整理しまして皆様のほうに事前

配付、３月議会以降になりますけど、配付をさせていただきます。 

 次の開催日程なんですが、４月の中旬、１３日以降の週でお願いをしようかなと考えて

おります。といいますのも、もうそろそろ、水野委員からもありまして、いつを時期とす

るんだということもありまして、少し事務局のほうで素案的なものを着手させようかなと

いうふうに考えています、条例のほうですね。条例はもうつくっていかなあきませんし、

素案の着手を事務局のほうに依頼して、少しその辺のたたき台を成案化させようというふ

うに考えております。 

 そういうこともございまして、３月議会が２６日まで入っておりますので、４月中旬の

日程で開催のお願いをしたいというふうに考えております。まだ日は決めておりません。

１３の週ぐらいかどうかなというふうに考えておりますので、御予定のほうを入れていた

だいて、日程が明確になりましたらまたそれぞれ確認をさせていただきます。 

 議題についてはまた今日の延長になろうかなと思っておりますけれども、前段の会派の

あり方と、それと後段の会派構成と議会運営と。とはいうものの、若干前向きな、市民に

も理解してもらえるようなことを考えれば、これは委員長提案ではありませんが、２段階

方式で当面やれば議論の整理もつきやすいかなと。今会派をお持ちの方も安心して会派運

営ができるということにもなってまいりますので、要点整理ができましたら会派のほうで

議論をしていただくような時間をとらせていただきますので、もうしばらくその辺をお待
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ち願いたいというふうに。 

 では、４月については１３ぐらいの週ということと、事務局の条例素案みたいなものを

着手させるということで確認をしていただきたいんですが、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【竹井委員長】  ありがとうございます。 

 それから、最後に、３月の定例会で、この前議運で確認をいただきまして、特別委員会

の中間報告をするということの決定をいただきましたので、報告内容につきましては正副

委員長に一任を願うということで、議論の経過程度になろうかと思いますので、これにつ

きましても確認をお願いしたいと思います。よろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【竹井委員長】  ありがとうございます。 

 それでは、私と副委員長のほうで整理をして、３月の最終日に公営と議会と報告をさせ

ていただきますのでよろしくお願いをいたします。 

 それでは、ちょうど１２時になりましたので、これで第１０回の議会のあり方等検討特

別委員会を終了させていただきます。長時間どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


